
I

第 、／、／、＝
篭識迩翻;溌蕊I瀕篭§鯛I刺蕊蕊淘曾欝講

202

号

S
リーダ←アークラブ毎

リーダァスクラブFAXニュース

(1994年）稲6年 10月27日木曜日

株 式 会 社 船 井 総 合 研 究所取締役三＝－卜
－

ラフ画 TEL:06-314-3901

編集発行人 株式会社FPシミュレーションR論難･腿士三三車命厚二二TEL:06-946-8011

◇

相続硝費税の納税義務

Q:消費税の課税事業者であった父が亡くな

りました。相続人も課税事業者になりますか。

へ：相続により被相続人の事業を承継した

相続人は、次の場合には消費税の納税義務が

生じます。

①相続があった年･…相続人又は被相続人の

基準期間における課税売上高のうち、いずれ

かが3．000万円を超えている場合

②相続があった年の翌年及び翌々年･…相続

人の基準期間における課税売上高と被相続人

の課税売上高の合計額が3，000万円を超

える場合

また、相続財産が分割されていない場合に

は、各相続人が共同で被相続人の事業を承継

したものとして取り扱われるので、この場合

の相続人に係る課税期間の基準期間における

課税売上高は、被相続人の基準期間における

課税売上高に民法割合を乗じた金額となりま

す 0

例えば課税事業者でない相続人が、基準期

間の課税売上高が3，000万円超のお父様

の事業を一人で承継した場合には、消費税の

納税義務が生じます。

ところが年末まで未分割であるとして、民

法上の相続分で所得税の確定申告をした場合

には、消費税については納税義務が生じない

ことになります。

相続税の申告との兼ね合いも考えなければ

なりませんが、年末まで未分割でも可能な場

合、そのようにすれば相続開始年分の消費税

の納税義務は生じないことになります。
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